
令和７年４月１日以後開始事業年度等分 

内国法人（グループ通算制度適用）用 

 

【№121】課税仕入れに係る消費税額が全額控除できず、資

産に係る控除対象外消費税額等を損金の額に算入している

場合、別表十六(十)を添付していますか。 

また、課税売上割合が 80％未満である場合、繰延消費税

額等の損金算入限度額の計算をしていますか（資産に係る

控除対象外消費税額等が棚卸資産及び特定課税仕入れに係

るもの並びに一の資産に係る金額が 20万円未満である場合

で、損金経理をしたものを除きます。）。 

【№４】当事業年度に適用される

別表を使用していますか。 


